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※アンダーラインを引いている部分が今回改訂される箇所になります。 

 
改訂書面：「保護預り約款」 
改訂日 ：令和 5年 10月改訂 

旧 新 

（保護預り証券の保管方法および保管場所） 

第3条 当社は、保護預り証券について金商法第43条

の2に定める顧客資産の分別管理に関する規定に従

って次のとおりお預りします。 

(1) 保護預り証券については、当社が指定する保管

機関において安全確実に保管します。 

(2) 金融商品取引所または決済会社の振替決済にか

かる保護預り証券については、決済会社で混蔵

して保管します。 

(3) 保護預り証券のうち前号に掲げる場合を除き、

債券または投資信託の受益証券については、特

にお申出のない限り、他のお客様の同銘柄の証

券と混蔵して保管することがあります。 

(4) 前号による保管は、大券をもって行うことがご

ざいます。 

 

（混蔵保管等に関する同意事項） 

第4条 前条の規定により混蔵して保管する証券に

ついては、次の事項につき同意いただいたものとし

て取扱います。 

(1) お預りした証券と同銘柄の証券に対し、その証

券の数または額に応じて共有権または準共有権

を取得すること。 

(2) 新たに証券をお預りするときまたはお預りして

いる証券を返還するときは、その証券のお預り

またはご返還について、同銘柄の証券をお預り

している他のお客様と協議を要しないこと。 

 

（償還金等の代理受領） 

第10条 保護預り証券の償還金（混蔵保管中の債券

について第4条の規定に基づき決定された償還金を

含みます。以下同じ。）または利金（分配金を含みま

す。以下同じ。）の支払いがあるときは、当社が代わ

ってこれを受け取り、ご請求に応じてお支払いしま

す。 

 

 

（保護預り証券の保管方法および保管場所） 

第3条 当社は、保護預り証券について金商法第43条

の2に定める顧客資産の分別管理に関する規定に従

って次のとおりお預りします。 

(1) 保護預り証券については、当社が指定する保管

機関において安全確実に保管します。 

(2) 金融商品取引所または決済会社の振替決済にか

かる保護預り証券については、決済会社で混合

して保管します。 

(3) 保護預り証券のうち前号に掲げる場合を除き、

債券または投資信託の受益証券については、特

にお申出のない限り、他のお客様の同銘柄の証

券と混合して保管することがあります。 

(4) 前号による保管は、大券をもって行うことがご

ざいます。 

 

（混合保管等に関する同意事項） 

第4条 前条の規定により混合して保管する証券に

ついては、次の事項につき同意いただいたものとし

て取扱います。 

(1) お預りした証券と同銘柄の証券に対し、その証

券の数または額に応じて共有権または準共有権

を取得すること。 

(2) 新たに証券をお預りするときまたはお預りして

いる証券を返還するときは、その証券のお預り

またはご返還について、同銘柄の証券をお預り

している他のお客様と協議を要しないこと。 

 

（償還金等の代理受領） 

第10条 保護預り証券の償還金（混合保管中の債券

について第4条の規定に基づき決定された償還金を

含みます。以下同じ。）または利金（分配金を含みま

す。以下同じ。）の支払いがあるときは、当社が代わ

ってこれを受け取り、ご請求に応じてお支払いしま

す。 
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（保護預り証券の返還に準ずる取扱い） 

第12条 当社は、次の場合には前条の手続きをまた

ずに保護預り証券の返還のご請求があったものとし

て取扱います。 

(1) 保護預り証券を売却されるとき 

(2) 保護預り証券を代用証券に寄託目的を変更する

旨のご指示があったとき 

 

(3) 当社が第10条により保護預り証券の償還金の代

理受領を行う場合 

              （令和4年6月現在） 

 

 

 

 

 

（保護預り証券の返還に準ずる取扱い） 

第12条 当社は、次の場合には前条の手続きをまた

ずに保護預り証券の返還のご請求があったものとし

て取扱います。 

(1) 保護預り証券を売却されるとき 

(2) 証拠金に代用されている有価証券につき、取引

約款等の定めにより当社において売却・換金の

手続きを行うとき 

(3) 当社が第10条により保護預り証券の償還金の代

理受領を行う場合 

（令和 5 年 10 月現在） 

 

以上 


